
 

 

社会福祉法人宇部市社会福祉協議会 

育児・介護休業等に関する規則 

（目的） 

第１条 この育児・介護休業等に関する規則は、社会福祉法人宇部市社会福祉協議会

（以下「本会」という。）就業規則第24条第４項及び第29条第２項の規定に基づき、

本会就業規則第３条に規定する職員（以下「職員」という。）の育児・介護休業等に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（育児休業） 

第２条 育児のために休業することを希望する職員であって、１歳に満たない子と同居

し、養育する職員は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約職

員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する職員に限り、育児休業を

することができる。 

（１）引き続き雇用された期間が１年以上であること 

（２）子が１歳６か月（本条第４項の申出にあっては２歳）になるまでに労働契約期間

が満了し、更新されないことが明らかでないこと 

２ 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業をしている場合、職員は、子

が１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間

との合計が１年を限度として、育児休業をすることができる。 

３ 次のいずれにも該当する職員は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な日数に

ついて育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則

として子の１歳の誕生日に限るものとする。 

（１）職員又は配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をしていること 

（２）次のいずれかの事情があること 

  ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

  イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降育児に当

たる予定であった職員が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが

困難になった場合 

４ 次のいずれにも該当する職員は、子が２歳に達するまでの間で必要な日数につい

て、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の１

歳６か月の誕生日応当日とする。 

（１）職員又は配偶者が子の１歳６か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしているこ

と 

（２）次のいずれかの事情があること 

  ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

  イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳６か月以降育

児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育すること

が困難になった場合 

５ 育児休業をすることを希望する職員は、原則として、育児休業を開始しようとする

日の１か月前（本条第３項及び第４項に基づく１歳を超える休業の場合は、２週間

前）までに、育児休業申出書（様式第１号）を本会会長に提出しなければならない。 

６ 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき１回限りとする。ただ

し、産後休業をしていない職員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から



 

 

８週間以内にした最初の育児休業については、１回の申出にカウントしない。 

（１）本条第１項に基づく休業をした者が本条第３項又は本条第４項に基づく休業の申

出をしようとする場合又は本条第３項に基づく休業をした者が本条第４項に基づく

休業の申出をしようとする場合 

（２）配偶者の死亡等特別の事情がある場合 

 

（介護休業） 

第３条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出により、介護を必要とする家族

１人につき、延べ93日間までの範囲内で３回を上限として介護休業をすることができ

る。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する

職員に限り、介護休業をすることができる。 

（１）引き続き雇用された期間が１年以上であること 

（２）介護休業開始予定日から93日を経過する日から６か月を経過する日までに労働契

約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと 

２ 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。 

（１）配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫 

３ 介護休業をすることを希望する職員は、原則として、介護休業を開始しようとする

日の２週間前までに、介護休業申出書（様式第２号）を本会会長に提出しなければな

らない。 

 

（子の看護休暇） 

第４条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、又は疾病にか

かった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるた

めに、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日

を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、１月

１日から12月31日までの期間とする。 

２ 子の看護休暇は、半日単位で取得することができる。 

 

（介護休暇） 

第５条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員は、当該家族が１人の場

合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日を限度として、介護休暇

を取得することができる。この場合の１年間とは、１月１日から12月31日までの期間

とする。 

２ 介護休暇は、半日単位で取得することができる。 

 

（育児・介護のための所定外労働の制限） 

第６条 ３歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態に

ある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申出た場合には、本会事業の正

常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせてはならない。 

２ 前項の規定による申出をしようとする職員は、１回につき、１か月以上１年以内の

期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかに

して、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、育児・介護のための所定外労

働制限申出書（様式第３号）を本会会長に提出しなければならない。 



 

 

 

（育児・介護のための時間外労働の制限） 

第７条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又

は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申出た場合に

は、本会事業の正常な運営に支障がある場合を除き、１か月について24時間、１年に

ついて150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は育児のための時間

外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を申出ることができない。 

（１）雇用された期間が１年未満の職員 

（２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３ 第１項の規定による申出をしようとする職員は、１回につき、１か月以上１年以内

の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らか

にして、原則として、制限を開始しようとする日の１か月前までに、育児・介護のた

めの時間外労働制限申出書（様式第４号）を本会会長に提出しなければならない。 

 

（育児・介護のための深夜業の制限） 

第８条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又

は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申出た場合に

は、本会事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前５時までの間

に労働させてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は深夜業の制限を申出るこ

とができない。 

（１）雇用された期間が１年未満の職員 

（２）申出に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員 

ア 深夜において就業していない職員（１か月について深夜における就業が３日以

下の職員を含む。）であること 

イ 心身の状況が申出に係る子の保育又は家族の介護をすることができる職員であ

ること 

ウ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産予定でなく、かつ産

後８週間以内でない職員であること 

（３）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３ 第１項の規定による申出をしようとする職員は、１回につき、１か月以上６か月以

内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明ら

かにして、原則として、制限を開始しようとする日の１か月前までに、育児・介護の

ための深夜業制限申出書（様式第５号）を本会会長に提出しなければならない。 

 

（育児短時間勤務） 

第９条 ３歳に満たない子を養育する職員は、申出ることにより、本会就業規則第22条

第１項に規定する所定労働時間を、午前９時から午後４時まで（うち休憩時間は、午

前12時から午後１時までの１時間とする。）の６時間とすることができる。ただし、

１歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途30分ずつ２回の育児時間を請求するこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、１日の所定労働時間が６時間以下である職員からの育児

短時間勤務の申出は拒むことができる。 



 

 

３ 第１項の規定による申出をしようとする職員は、１回につき、１か月以上１年以内

の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らか

にして、原則として、短縮を開始しようとする日の１か月前までに、育児短時間勤務

申出書（様式第６号）を本会会長に提出しなければならない。 

 

（介護短時間勤務） 

第10条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出ることにより、本会就業規則第

22条第１項の所定労働時間を、午前９時から午後４時まで（うち休憩時間は、午前12

時から午後１時までの１時間とする。）の６時間とすることができる。 

２ 前項の規定による申出をしようとする職員は、利用開始の日から３年の間で２回ま

での範囲内で、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかに

して、原則として、短縮を開始しようとする日の２週間前までに、介護短時間勤務申

出書（様式第７号）を本会会長に提出しなければならない。 

 

（育児休業又は介護休業期間中の給与等の取扱い） 

第11条 育児休業又は介護休業（以下「育児休業等」という。）をしている期間は、本

会職員給与規程第３条に規定する給与を支給しない。 

２ 本会職員給与規程第34条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業等をしてい

る職員のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、

前項の規定にかかわらず、出勤日数により日割りで計算した額を当該基準日に係る期

末手当として支給する。 

３ 本会職員給与規程第35条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業等をしてい

る職員のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、

第１項の規定にかかわらず、出勤日数により日割りで計算した額を当該基準日に係る

勤勉手当として支給する。 

４ 育児休業等をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要が

あると認められるときは、その育児休業等の期間を100分の100（介護休業にあって

は、100分の50）以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみ

なして、本会会長が定めるところにより、その者の号給を調整することができる。 

５ 本会職員給与規程第36条第５項に規定する退職手当の在職年数の計算において、育

児休業をした期間は、全国社会福祉団体職員退職積立基金の規定によるものとする。 

６ 本会職員給与規程第36条第５項に規定する退職手当の在職年数の計算において、介

護休業をした期間は、全国社会福祉団体職員退職積立基金の規定によるものとする。 

７ 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をし

た日は出勤したものとみなす。 

 

（育児短時間勤務又は介護短時間勤務をした職員の給与等の取扱い） 

第12条 育児短時間勤務又は介護短時間勤務（以下「育児短時間勤務等」という。）を

した職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に６時間を本会就業規則第22

条第１項の規定により定められた１日の勤務時間で除した数（以下「算出率」とい

う。）を乗じて得た額とする。 

２ 育児短時間勤務等をした職員の期末手当及び勤勉手当の基礎額については、本会職

員給与規程第34条第３項中及び第35条第３項中「給料」とあるのは、前項に規定する

算出率を乗じて得た額とする。 



 

 

３ 育児短時間勤務等の期間中の本会職員給与規程第36条に規定する退職手当の計算の

基礎となる給料月額は、育児短時間勤務等をしなかったと仮定した場合の勤務時間に

より勤務したときに受けるべき給料月額とする。 

４ 育児短時間勤務等をした本会就業規則第３条に規定する臨時職員及び非常勤職員の

賃金は、その月の実勤務時間数（その月に取得した有給休暇日数に、当該職員に係る

個別の雇用契約で定めた１日の勤務時間を乗じて得た時間数を含む。）に、その者の

勤務１時間あたりの賃金単価を乗じて得た額とする。 

 

（復職後の取扱い） 

第13条 職員は、育児休業等が終了した場合においては、当該育児休業等を開始した時

に就いていた職に就くものとする。ただし、当該育児休業等の期間中に職を異動した

場合には、その異動した職に就くものとする。 

 

（育児休業等に関するハラスメントの防止） 

第14条 すべての職員は第２条から第10条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利

用する職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。 

２ 前項の言動を行ったと認められる職員に対しては、本会就業規則第46条及び第47条

に基づき、厳正に対処する。 

 

（その他） 

第15条 この規程に定めない事項は、育児・介護休業法その他法令の定めるところによ

るもののほか、本会会長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成29年１月１日より施行する。これにより、平成27年４月１日施行

の育児・介護休業等に関する規則は廃止する。 

２ この規則は、この規則の施行の日以後の育児休業、介護休業等について適用し、同

日前の育児休業、介護休業等については、なお従前の例による。 

附 則 

  この規則は、平成29年10月１日より施行する。 

附 則 

  この規則は、令和２年４月１日より施行する。 


